平成１８年　第２回市議会定例会

宮川豊史、一般質問

「改革の成果、今後の課題」

◯１０番（宮川豊史君）　おはようございます。

　６月１日から衣替えということで、市役所もクールビズとなりました。省エネ、経費節減、仕事の能率アップにもつながり大変よいことですので、ぜひ今後も毎年続けていっていただきたいと思います。

　そして、今月６月はサッカーのワールドカップ、いよいよ今週開幕です。トリノ・オリンピック、女子フィギュアの荒川選手の金メダル、ワールド・ベースボール・クラシック、日本チームの世界一に続いて、ジーコ・ジャパンにも、ぜひとも優勝を目指して頑張ってほしいと思います。強い者が勝つとは限らない、それがサッカーであり人生だ。これはある有名サッカー選手の言葉ですけれども、やるからにはベストを尽くし、ナンバーワンを目指す、それがサッカーであり人生です。日本代表の選手の皆さんには、日の丸をつけて国を代表してプレーすることに誇りを持って、ぜひ全力を尽くしていただきたい。そして、子どもたちに夢と希望を与えていただきたいと思います。

　今年２００６年は、東久留米市のスポーツ界にも大きな出来事がありました。それはスポーツセンターの民営化です。今年の４月から、指定管理者制度の導入により、民間企業による運営が始まりました。指定管理者制度の目的は、改めて言うまでもありませんが、単にコストの削減だけでなく、民間の高い運営能力を生かして、市民の皆さんに対するサービスを向上させることにあります。

　今回、スポーツセンターに指定管理者制度が導入されたことにより、スポーツセンターのサービスが大幅にアップいたしました。まずは休みがなくなり年中無休となったこと。２つ目は夜の開館時間が延び、そして夏休みには朝早くから開くこと。３つ目は送迎バス。現在、市内３つのルートを定めて走っています。４つ目は、料金はこれまでと同じで、新たに定期券ができ、さらにお得となったこと。５つ目はエクササイズやスイミングなどのプログラムが充実したことです。

　始まってまだ２ヵ月で、もう既にこれだけ多くの変化が形になってあらわれていることは、大変すばらしいことです。これからも市民の皆さんの要望に応じて、よりよいサービス内容を実現していっていただきたいと、スポーツセンターに期待いたします。

　スポーツセンターが民営化された同じ時期に、ひばり保育園も民営化されました。ひばり保育園も民営化されたことによりサービスの向上につながったと私は思います。定員が８４名から１１０名へと２６名ふえ、ゼロ歳児保育、延長保育、障害児保育、一時保育などの新しいサービスも始まりました。また、栄養士による給食調理、アレルギーのある子どもに対する対応、新入園児を対象とした子どもの様子の情報提供、コミュニティコーナーや相談室の設置、不審者侵入防止の安全対策など、保育内容がさらに充実したことは大変喜ばしいことだと思います。

　このスポーツセンターの指定管理者制度の導入も、ひばり保育園の公設民営も、これまで行政が取り組んできた改革の大きな成果だと私は思います。これらの改革を実現するに当たっては、さまざまな困難があったとは思いますが、行政の努力と仕事に対する情熱によって、それらを乗り越え、改革の成果を生み出したことを高く評価いたします。

　しかし、改革はこれで終わりではありません。改革の成果が出たものもあれば、まだ成果が出ていないものもある。そして、これから手をつけなければいけない改革もあります。この改革は、行政がどこまで頑張れるのか、限界への挑戦です。

　今回、サッカー日本代表の選手に選ばれ、注目を浴びた巻誠一郎選手、この巻選手の才能を見出したのは、ジェフユナイテッド市原・千葉のオシム監督だと言われています。そのオシム監督が言うには「限界に限界はない。限界を超えれば新たな限界が生まれる」、つまり１つの目標を達成したとき、次の新しい目標が生まれるということです。高い目標を設定し、それに向かって努力をすればするほど、人間の能力は伸びていきます。そこに限界などないのです。

　行政がこれまで取り組んできた改革に対しては、一定の評価をするところではありますが、ここで立ち止まることなく、行政の皆さんには、これまで以上の緊張感と危機感、そして仕事に対する情熱を持っていただいて、さらなる改革の成果を生み出していっていただきたいと思います。

　それでは、無党派無所属、１００％市民派、宮川豊史の一般質問をこれより始めさせていただきます。

　まず１点目、定員適正化について伺います。実施計画、行革プラン、定員適正化、この３点セットが示されたことにより、東久留米市の今後の行政運営の方向性が定まりました。これらの計画を示した以上、まずはそれを着実に実行していただきたいと思います。特に定員適正化、今後５年間で１０７名の職員を削減するという目標を掲げました。

　これまでも東久留米市は、職員の削減に積極的に取り組んでおり、過去８年間で１８５名の削減、削減率１８％という実績を残していることは高く評価いたします。その上さらに１０７名を削減するということになれば、行政にはそれ相応の努力と覚悟が必要となるわけですけれども、経常的経費の中で最も大きな割合を占める人件費を削減しなければ、今後必要となる市民サービスを行う財源を生み出すことはできません。その人件費を削減するには職員の数を減らすことが最も効果があることを考えると、是が非でもこの目標は達成していただきたいと思います。

　そこで伺いますが、具体的に職員の数をどうやって減らすのか。退職不補充という自然減以外にどのような方法があるのでしょうか。また、ことし３月の市長の所信表明によると、平成１９年度に組織改正を予定しているとのことですが、組織改正を行なう際は、この職員の削減を見越した上で行なうべきと考えますが、いかがでしょうか。

　２点目は行政の効率化についてです。５年間で１０７名の職員を削減するには、さらなる行政の効率化が不可欠です。さまざまある行政事務の中で、同じ仕事内容で違う部署で行なっているものに関しては、統合するなり一元化するなり事務の効率化を図るべきです。例えば施設の管理や保険の契約などが考えられると思いますが、いかがでしょうか。

　３点目は防犯についてです。子どもが被害者となる痛ましい事件がまた起こってしまいました。子どもたちの安全がどんどん脅かされている、そのような事件が年々増加し、凶悪化しているこの状況を考えると、行政としてもこの問題を最優先課題として取り上げなくてはいけません。行政として何ができるか。その１つは市民の皆さんへの防犯情報の提供です。

　現在、田無警察が毎日の犯罪状況をメールにて配信しています。このことを市民の皆さんにもっと知っていただくために、市の広報で宣伝してみてはいかがでしょうか。そして、東久留米市内で起こった犯罪を上半期、下半期、もしくは年間という期間でまとめて、広報を通じてお知らせするということも大きな意義があると思います。また現在市内に設置されている防災無線を防犯目的でも使用できないものかと思うのですけれども、行政側のお考えを伺います。

　４点目は、若者の育成についてです。新しい時代を切り開くパワーとエネルギーは若者にこそあると私は確信しております。若い人たちにもっともっとまちづくりに参加してもらうためには、若い人たちにまちづくりの現場を知っていただき関心を持っていただくことが必要です。実体験をしながら行政がどのような仕事をしているのかを知ってもらうという観点から、学生インターンシップというのは、大きな効果があると思いますが、行政の基本的考えを伺います。

　５点目は障害者自立支援法についてです。心のバリアフリーの時代、それは体の障害が社会生活を送る上での障害とならない時代です。その実現に向けては、まだまだ目に見えない壁が二重、三重とあり、それらをぶち壊していかなくてはなりませんけれども、その一方で時代の趨勢と人々の関心の高まりにより、確実に障害を持つ人たちの社会進出、地域生活が進んできています。このことは大変よいことだと思います。

　しかし、そういった流れにあって、今年度から障害者自立支援法施行という大変革が起こりました。私は障害を持つ人たちのサービス向上につながる部分についてはよしとしますけれども、やはり本来負担をかけるべきでないところに負担をかけてしまったことは大変残念でなりません。たとえ法律が変わっても、新しい制度になっても、障害を持つ人たちの社会進出や地域生活が進んでいくように、東久留米市としてもできる限りの対応をしていただきたいと考えております。

　そこで伺いますが、まずは自立支援給付について、行政からの支援をより必要とする人たちが日常生活を行なう上で不可欠なサービスがこの部分に含まれるわけですけれども、まずこの点については、これまでと同等のサービス水準を維持しなければならないと私は考えますけれども、いかがでしょうか。

　続いては地域生活支援事業についてです。この点に関しては、各自治体の判断にゆだねられる部分が大変大きいわけですけれども、東久留米市は今後どのような考えに基づいて対応していくのかについて伺います。

　もう一つ、障害者の雇用促進、就労支援についてです。今回の自立支援法では、特に就労支援を強く訴えているわけですけれども、現段階で行政はどのような検討をなさっているのかについて伺います。

　以上で私の壇上での一般質問を終わります。御答弁に応じて自席で再質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

◯議長（甲斐次義君）　答弁をお願いいたします。

　総務部長。

◯総務部長（永田　昇君）　１点目の定員適正化計画についてでございます。御質問にもございましたように、第３期定員適正化計画は、計画期間の５年間で１０７名の職員数の削減を目標としております。退職不補充以外の定員適正化の推進方法といたしましては、事務事業・組織機構の見直し、民間委託を含む民間活力の導入、ＩＴ化による行政運営プロセスの改善、嘱託・臨時職員等の多様な雇用形態の活用といった基本的従来型手法を継続推進するほか、少数精鋭主義による職員の適正配置を実現するため、職員の意欲や能力を最大限に引き出し、組織を活性化させる人事制度の確立、計画削減方式の導入、職員採用時の職種、業務を退職まで続けることを基本とした任用制度を見直しし、今後の組織運営や職員の意欲高揚などに資することのできる制度の構築などを図り、目標を達成したいと考えております。

　次に、職員の削減と組織改正の考え方についてでございます。今回の組織改正は、進展する少子高齢化社会など、社会を取り巻くさまざまな環境に対応するため、効率的かつ効果的な行財政運営が行なえるよう、１つとしては内外の環境変化に迅速、適格に対応した組織。２つ目としては、適切な行政サービスが提供できるような柔軟で動態的な組織。３つ目には、市民の立場に立った、わかりやすく利用しやすい簡素で効率的な組織。４つ目には、小さな行政としての縮小・統合化への取り組み。５つ目として、計画、行財政改革、人事管理が有機的に関連する組織、の５つの視点を組織改正の基本方針として、前回の組織改正の検証を行ない、中期総合計画、後期基本計画、実施計画、第３次行財政改革基本方針、行革プラン、第３期定員適正化計画の３つの計画の推進に基づく組織改正を考えております。定員適正化計画における適正化目標達成のためには、全職員が職員数の適正等、みずからに課せられた重大な課題であると認識しなければならないとともに、事務事業などを十分精査した上で、常に効率的な組織の再編などを考えていくことが必要であると考えております。

　次に、施設の管理についてでございます。市の公共施設の維持管理は、東久留米市公有財産規則及び庁内管理規則により総務部が総合調整を行ない、それぞれの施設につきましては、所管部署ごとに管理者を定め、適切な管理に努めているところでございますが、これを一元化することはできないかという御質問でございます。建物の維持管理は、機能維持と耐久性を図るために必要であることは当然でございますが、特に公共施設につきましては、安全性、利便性、親しみやすさ、さらには公務能率の向上などが図られるよう、常に良好な状態を保持しなければなりません。現在では、冒頭申し上げましたように、それぞれの部署ごとに施設の維持管理をしているところでございますが、老朽化施設などの建て替え、あるいは修繕計画など、これを一元化して行なったほうが経済性、効率性が図られることも事実でございます。今後、庁内統一基準の作成あるいは一元化に向けて、関係部署と調整してまいりたいというふうに考えてございます。

　次に保険の契約についてでございます。現在、市で加入しております保険契約数は平成１６年度決算で見ますと、総数で８４件、保険料の合計は約１８９０万円でございます。保険先の合計数は２０団体ほどございます。保険の種類といたしましては、建物損害保険、施設等に対する傷害及び賠償責任保険、事業に対する傷害及び賠償責任保険、動産保険、自動車損害保険でございます。今後さらに調査研究し、より効率的な事務を執行してまいりたいというふうに考えてございます。

　続きまして、防犯情報の提供についての御質問でございますが、自分の住んでいる地域での犯罪情報を把握しておくことは日常生活における犯罪予防には極めて大切なことと認識しております。本年４月下旬より広報課におきまして、田無警察署からメール配信される防犯情報を市のホームページに掲載し、犯罪の発生状況等の提供を行なっておりますが、市民の方がホームページを開いても見落とすこともあると思いますので、広報紙でＰＲし、多くの市民の皆様に御活用していただけよう配信元の田無警察署と調整をさせていただきたいと思っております。

　次に、犯罪情報の広報紙への掲載についての御質問でございますが、犯罪の種別ごとの発生件数や地域別の犯罪状況等を工夫し掲載できるよう、田無警察署と調整してまいりたいと考えてございます。

　次に、防災無線の活用についてでございます。防災行政無線は電波法及び東久留米市防災行政無線局管理運用細則に基づきまして、地震、水害などの災害が発生した場合または発生が予測される場合に、市民、関係機関などにその情報を緊急にお知らせする放送を原則とし、一般放送といたしましては、防災訓練に関すること、選挙に関すること、設備の点検を兼ねた夕やけチャイムの放送に限定して行なってまいりました。さらに、昨年の１２月からは低学年児童の下校時の安全確認への市民の協力要請につきましても、試験的に放送を行なっております。

　一般放送につきましては、一方では放送がうるさいですとか、放送内容がわからないなどの苦情もございますが、人命にかかわる事件、事故の発生に伴う市民の安全確保や同種の犯罪の抑制などの観点から、必要と考えられるケースにつきましては、今後も試験的実施を含めて実施の方向で対応してまいりたいと考えてございます。

◯議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

◯企画経営室長（佐藤寛俊君）　４点目の若者の育成、インターンシップの御質問の関係でございます。インターンシップ制度につきましては、御承知のとおり、就業をひかえました学生が職場としての現場を２週間程度体験することによりまして、みずからの職業意識の形成や責任感・自立心の向上、あるいは専攻分野におきます知識等の向上を図る、こういったものでございます。

　こうした制度につきましては、何も学生本人や大学等だけのメリットに期するものではなく、受け入れました企業側などにおきましても、当該関連産業への理解の浸透でありますとか、多様な人材の発見などといった点も含め、多くのメリットがあるというふうに言われております。現在では、企業のみならず官公庁の部門につきましても、この制度の活用の動きが広がっているところでございます。

　本市におきましても、これまで何例かの受け入れ実績がございまして、さらに今後におきましても過去の実績等を踏まえまして、ケースの効果に配慮をしながら受け入れの予定で進めてまいりたいと考えているところでございます。

　議員御指摘のように、市政への関心を持つ若者たちによりまして、大きく関心を持っていただいていくための手段として、この上ない制度と言えるというふうに考えております。ただいま申し上げましたように本市といたしましても、制度としての運用は現在行なっておりませんけども、個別の対応をしている現状の中にございます。今後とも庁内調整をした上で、実施を視野に入れて検討を進めてまいりたいと、このように考えております。

◯議長（甲斐次義君）　健康福祉部長。

◯健康福祉部長（迫田眞悟君）　障害者自立支援法にかかります３点の御質問についてお答え申し上げます。まず１点目は、自立支援給付についてでございますが、平成１８年４月から９月まではみなし決定がなされております。１０月からは全国共通の判定基準による１次判定、認定審査会が決定する２次判定を経て支給決定となります。

　従来の支援費制度とは異なる基準で判定を行なうため、当然のことながら従来と異なる結果が出る場合があるものと考えております。また、必要なサービスとしてのとらえ方は千差万別であり、なかなかすべての方の要望を満たすことは財源的にも行政の立場としても難しく、制約も存在するのが現状であります。必要な方に生活する上で必要なサービスを提供することを心がけてはおりますけれども、大きく変化している情勢の中では、困難があることも御理解いただきたいと存じます。

　２点目は地域生活支援事業についてでございますが、これは市の裁量事業となるものでございますけれども、障害者自立支援法によって法定化された事業であり、平成１８年１０月から実施が予定されております。この事業は相談支援やコミュニケーション事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業という実質事業と、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な実施ができる裁量的な事業が定められております。

　利用者負担については、市の判断によるものとなっており、市の裁量で条例によって徴収することができることになっておりますが、利用者負担についての詳細が確認できなかったため、条例案を今議会に提出することができませんでした。当該事業については、安心の社会保障制度の維持のため、原則として利用者負担を求める方向で考えておりますが、従来無料であった事業や応能負担であったが実質上負担なしとなっていた事業など、多岐多様な事業にわたっているため、一律の適用は困難と考えております。

　とは申しましても、個々の事業は地域生活支援事業という枠組みの中で法定化されているという前提がございますので、統一した基準を条例で定めた上で、個々の事業の性格にかんがみた対応をとることができないかと考えておるところでございます。現在検討中であるため、現段階で申し上げられることはここまででございます。

　それから国庫補助金の関係でございますけれども、基本的には統合補助金となっており、個々の事業の所要額に基づく配分を行なわないとされております。具体的な金額は把握できておりません。

　それから３点目の就労支援の関係でございますが、就労支援を抜本的に強化することは障害者自立支援法のポイントの１つであります。平成１８年度内に障害福祉計画を作成することになっておりますが、その基本的理念にも就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備が盛り込まれております。その目標設定は、都道府県によるハローワークによる支援などが中心でございます。市においては、現在さいわい福祉センターで実施しております障害者就労支援事業を継続し、また、新体系サービスにおける就労関係事業移行などを考えておるところでございます。

　以上でございます。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　御答弁ありがとうございます。

　では、まず自立支援法関連から再質問させていただきます。この自立支援法、大変いろいろな問題があるんですけれども、私は一番大きな問題は、やはり１８年施行でありながら１８年になった今でも全容が明らかになっていないといった部分が一番大きな問題だろうというふうに思います。このことで、やはり市民の皆さんの多くが大変混乱しているわけですし、事業者だってそうでしょうし。実際、行政側も十分情報が入らないで大変な状況にあるというふうに思っています。そういった中でも、やはりきちんとした整備をしていかなければいけないということで、大変だろうというふうに思っています。実際は１０月から本格実施になるということで、もう少し時間があるとは言えど、やはり限られた時間の中で実際障害を持つ方々にきちんとしたサービス提供できる体制を整えていただきたいと思うんですけれども。

　まず、その自立支援給付に関してなんですけれども、この点はやはりこれまでどおりのサービス水準が維持されていかなければならないと思うんですが、ただ１つ心配なのは認定区分ですよね。新たな基準で１０月から区分されていくと。これまでと同じ、もしくはこれまで以上のサービスを受けられる方はいいと思うんですけれども、やはりこの基準に合致しないというんですかね、そこで今までどおりのサービスが受けられない人も当然出てくる可能性はあるわけですけれども、そういった際にも、やはりこれまでどおりの対応ができるような、必要なサービスは受けられる形をつくっていかないと、この自立支援給付の分野に関しては、かなり生活に直結する部分が大きいので、利用者に影響が多いと思うんですけれども。その認定区分というものの際には、その辺も十分考慮していただきたいんですが、その辺のお考えはいかがでしょうか。

◯議長（甲斐次義君）　健康福祉部長。

◯健康福祉部長（迫田眞悟君）　認定区分の関係につきましては、まず全国共通の判定基準による１次判定を受けて、認定審査会が決定する２次判定というプロセスを踏むことになります。おっしゃられるように、原則は従前の水準を維持したいというふうには考えておりますけれども、財源保障がされない、あるいは制度が変更されているということから、先ほど御答弁申し上げましたように、従来と異なる結果が出る場合があるというふうには考えておるところでございます。

　しかしながら、認定審査会の審査を経てということでございますので、行政のほうで恣意的にどうこうするということは全くございませんので、御安心をいただければというふうに思います。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　ですから、この点も、やはりまだ現在ではみなしで行なっていて、１０月から本格的に行なわれるということで、もう少し時間をかけて見守っていかなければいけないんですけれども。やはり国や都と違って市の仕事というのは、一人一人の利用者の顔が見えた上での行政サービスという形になりますから、やはりそういう何かしらの問題が起こったり、もしくは生活する上で多大な影響が起こる場合は、何らかの対応をぜひしていっていただきたいなというふうに思います。

　続いて、地域生活支援事業について伺いたいんですが。この点は各自治体の裁量にゆだねられる部分が大きいと言えど、やはり国から、もしくは都からどれだけ財源が来るのか、どれだけ支援を受けられるのかということで大きく枠組みが変わってくると思うんですよね。現段階ではそれがわからないという御答弁でしたけれども。

　１０月ですよね。６月で、やはりそういった地域生活支援事業を組み換えて実行していくには条例整備も必要となってくるわけですから、本当に時間がないわけですけれども。本当に国からも、また都からもどれぐらい財源が来るのか、全くわからない状況なのか、もしくはいつごろになったらそれがわかるのか、その辺の情報は現在どの程度行政は持ってらっしゃるのか伺います。

◯議長（甲斐次義君）　健康福祉部長。

◯健康福祉部長（迫田眞悟君）　補助金の内容につきましては、基本的には統合補助金となってまいります。個々の事業の所要額に基づく配分は行なわないということになっております。事業実績割合分と人口割分が８対２という配分比率が示されておりますけれども、具体的な配分手法については、引き続き検討を行なっているということでございまして、先ほど申し上げましたように、具体的な金額は把握できておりません。

　しかしながら、平成１６年度の決算ベースで地域生活支援事業に移行するであろうというものを当てはめて想定いたしますと、１６年度決算額では８４００万円ほど事業費がありますが、そのうち国等の補助負担金が５８５０万程度。市の財源が２５５０万程度ということになっております。これも１つの目安でございますし、地域生活支援事業のその他事業、ここについては裁量の判断が必要になってまいりますので、１つの目安として申し上げれば、今申し上げたような数字になろうかというふうに思っております。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　今おっしゃった金額がことしも来れば、それはこれまでどおりのサービスが実現できていくんだろうと思うんですけれど、それがまだ全くわからないということで、やはり国のほうもというか、厚労省のほうも東京都のほうも、もっと早い情報を提供していただきたいというか、しっかりとした対応をしていただかないと、こういった我々地方自治体にたずさわるものが大変な思いをする。そして一番困るのは、当然利用者の皆さんになるわけですけれども。まず地域生活支援事業は、本当に国や都の財源がどれだけ出るかがまずベースにあって組めていくものなわけですから、もっと市側もアピールしていただきたいなと思います。

　そんなことを言っても、実際は事務的にはもう確実に進めていかなければいけないと、地域生活支援事業というのを市のほうでも定めていかなければいけないわけですよね。これからは地方分権という流れにあって、自治体が自治体独自のサービスを決めていくと、福祉の分野においてもその市、その市、地域、地域の独自性が出てくるという時代になってくるわけですけれども。ただ、逆を返せば一定の基準がないということですよね。自由に決められるということは、そういう判断基準がない中で決めていかなければいけないと。これもまた大変なことだろうとは思うんですけれども。やはりそういった際には、こういった新しい制度が始まるに際して、市側で地域生活支援事業を組みかえるに当たっては、当然市民の皆さんの意見も何らかの形で聴取していくべきだろうと。そしてそういうものを取り入れながら、よりよいサービスを実現していくべきだろうと思うんですけれども、そういった市民の意見をどういった形でとるのか、ぜひ私は何らかの形でとっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

◯議長（甲斐次義君）　健康福祉部長。

◯健康福祉部長（迫田眞悟君）　市の裁量事業ということになりますし、その際の利用者負担についてどうするか、こういうことが非常に大きな問題になります。

　先ほど申し上げましたように、その他事業というのは、例えば相談事業のように利用料を取るべき性格のものではないものも含まれておりますし、利用料を取るのが妥当だと思われるものもあります。個々さまざまな事業が内包されておるということから考えますと、一定の考え方を持った段階で市民の皆様方あるいは関係者の皆様方の意見を聞く機会と言いますか、聞く何らかの手段は講じていくべきだろうというふうに考えておりますので、一定の案をまとめた段階では前向きに対応したいというふうに思っております。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　本当にもう時間がない中なので、早い対応をしていただきたいというふうに思います。では、自立支援法に関しては以上です。

　続いて、定員適正化について伺いたいんですが、５年間で１０７名という削減案を出したということが５月３日の新聞でも報道されまして、大変いろいろな自治体と比べても、東久留米は職員の削減に積極的に取り組んでいると、これまでもそうですし、今後もこういった目標を定めたということは大変評価できることだなというふうに思っています。ただ改めて考えて、５年間で１０７名というのは急にできるわけではないわけですよね。５年間、毎年、毎年の数、目標をきちんとクリアして、初めて１０７名という数字に達成されると思うんで、きちんと毎年の目標、人数を達成していっていただきたいなと思います。

　問題はどうやってその数を削減していくのかということなんですけれども、民間委託したり効率化を図ったり臨職対応したりということで、そういう形でいろいろできるとは思うんですけれども、ただそれで職員がすぐ減るというわけではないわけですよね。結局は退職者によって減る部分を補充しないことで、それが削減につながると。仕事的には民間委託したりすることで、総体的に行政としての仕事は減っていくという分、削減に間接的につながっていくんですけれども、直接的には現在では、現段階では退職不補充という形なんですけれども。それ以外の方法でも考えられるものは、やはり積極的に検討していくべきかなと思っています。

　その中で１つ考えられるのは希望退職ということですよね。別に職員の削減というのが一般企業の民間のリストラに当たるわけではないわけですから、それで一方的に減らすというわけではないわけですよね。あくまでも希望退職という形であれば、実際、そういった希望を持つ職員の人がいるかどうかわかりませんけれども、まずはそういうものを求めたりすることから、１つの方法として考えられるのではないかと思うんですけれども。ほかにもいろいろな方法はあると思いますけれども、そういった退職不補充以外の方法の検討というのは、現段階でどのようになされているのかについて伺います。

◯議長（甲斐次義君）　総務部長。

◯総務部長（永田　昇君）　今、希望退職というお話でございますけれども、現在市が、これは過去から行なっておりますけれども、勧奨退職制度というのがございます。これは一昨年ですか、１年前だったと思いますけれども、今は勧奨退職制度というものがございまして、その年齢の引き下げ、そういったところを行なってまいりました。

　それから他の方法ということでございますけれども、これは特段目新しい手法というのはなかなか見当たるというものでもございません。今議員もおっしゃるように、現に職員がおりますので、その退職に合わせた民間委託なりを考えていかなければならないわけですけれども、一般的に私ども１０７名の定員を削減するという中では、やはりアウトソーシングですとか、それから嘱託、臨時職員、そういったものの活用、それからＩＴ化の活用、そういったものをより効率的に進めていく以外には、なかなか方法はないのかなというふうに思っております。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　可能な限りいろいろな方法を検討していただいて、結果としてこの１０７という目標を達成されれば私はそれでいいと思っていますから、方法はいろいろあり得ると思いますので、その点は十分検討しながら進めていっていただきたいなと思います。

　定員適正化とは直接は関係ないんですけれども、先日、懲戒の基準が示されました。こういうことが実際に運用されることがあってはならないんですけれども、ただ何か起こったときには、こういったものも、基準もきちんとつくっておかなければならない。それは行政としての役割だと思います。

　それに関連して、やはり分限の基準というんですか、こういった場合には分限処分に値するんだというものもやはり明確に示しておくべきだろうと、それが組織としてきちんと運営していくに当たって必要な準備、実際にそれが当てはまる人が出ないのは、それは理想ですけれども、しかし現実で何が起こるかわからないわけですから、現実対応としてそういうものもきちんと検討していただきたいんですが、その分限の基準というものを現在どう考えているのかについて伺います。

◯議長（甲斐次義君）　総務部長。

◯総務部長（永田　昇君）　ここで懲戒処分の量定基準というものを策定したわけでございますけれども、この懲戒につきましては、法令違反ですとか職務上の義務違反など、職員の一定の義務違反が対象となりますけれども、分限につきましては、勤務実績の不良ですとか、特に心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと、その職に必要な的確性を欠く場合などが対象になるものですから、これは個々の事例について判断するほかはないというふうに言われておりますので、基準を策定することが困難なものというふうに言われてございます。他の自治体におきましても基準を策定しているというところは、調査した範囲では見受けられませんでした。

　今後、都道府県レベルで基準作成の動きもあるというふうに聞いておりますので、そういった動向を見ながら研究させていただきたいというふうに考えてございます。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　その個々のケースによるということですけれども、でもやはり何らかの制度化というんですかね、システムをきちんとしておかなければ、何かあったときに対応ができないわけですよね。その場その場に応じて対応が変わったり、ある人はこういう処分で、ほかの人は同じことをやっても違ったということになっては、やはりそこに不平等が生じてしまうわけですから、何らかの指針なり基準なりをつくることが望まれるのかなというふうに思っています。

　定員適正化に関連して、組織改正についても伺ったわけですけれども、１９年度に予定するのであれば、本当にそれに向けてもかなりスケジュール的にも押し迫っていると思うんですね。やはりこれまでの行政運営を行ってきた際に起こった組織上の問題点をこういったときに解決していくということは、私は大変いいことだと思うんですけれども。やはり問題というんですか、課題をはっきりと示していただいて組織改正に結びつけていただきたいなと思っているんですけれども。これからどういう場でその課題が検討され、どういうスケジュールで組織改正に向かっていくのかということを、もう少しご説明いただければと思います。よろしくお願いします。

◯議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

◯企画経営室長（佐藤寛俊君）　組織改正につきましては、１５年の４月に前回大きな改正をいたしております。１つは、この４年間に経過した中でおのずといろいろな問題点を抱えてきてございまして、１つは現行組織のスクラップ・アンド・ビルドという形の中で課題の検証、これをしていく必要がありますし、これらについては近代化委員会の下部組織でございます専門委員会、こういったところで詳細にわたって検討していく形を考えております。

　特に上部組織であります近代化委員会等で問題点を提起いたしておりますのは、やはり防犯、防災、危機管理、こういったものを一元的に所管する組織体制がこれから必要になってくるんではないか、あるいは制度上の変更と言いますか、国保会計あるいはその老健会計の廃止によります市民部と健康福祉部の再編の問題。あるいは公園等緑地、環境施策、都市施策のあり方に伴います環境部と都市建設部の再編でありますとか、さらに組織、人事管理、財務の業務効率を高めるための組織はどうあるべきなのか、こういったところにポイントを絞っておりまして、今後、専門委員会等の中で、この議会終了後に下部組織であります専門委員会が主唱いたします各部との全庁ヒアリング、こういったものを受けまして、最終的にはこの夏場ぐらいまでには一定の方向が出せればというふうに考えております。

　今申し上げたほかに、この組織改正につきましては、この５つの視点をベースに考えていくものとして、やはり３つの基本的な計画があるわけですから、後期基本計画、実施計画、それから行財政改革プラン、それから第３期の定員適正化計画、こういったものとの整合を持たせることが重要でございまして、特に行政サービスの提供主体のあり方、これらについても同時並行いたします行政評価の検討とともに、この組織改正の検討に当たってまいりたいと、このように考えているところでございます。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　今いろいろな課題を御説明いただいてありがとうございます。

　１点、確認したいんですけど、一応、ではその平成１９年度に組織改正を行なうということは変更がないのかということと、あとは現在検討されているということですけれども、そういう委員会が傍聴できればいいんですけれども、できないんであれば、そういった検討経緯なり、または検討結果なり、きちんと公表を何らかの形でしていただきたいということと、やはりそういうものに対する意見を言える場を設けていただきたいですし、当然そういう市にとっても、市民の皆さんにとっても、この組織改正というのは大きな影響があるわけですから、議会でもきちんと議論はしていきたいわけですから、情報提供をしっかりしていただきたいなと思うんですけれども。

　この夏というと、本当にあと二、三ヵ月内である程度結論は出てくるんだろうとは思いますけれども、そういった経緯なり結果なりを、どういう形で公表していくのか、もう１回伺いたいと思います。お願いします。

◯議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

◯企画経営室長（佐藤寛俊君）　近代化委員会並びに専門委員会、こういったものにつきましては、必ず会議録をつくっております。したがいまして、その会議録につきましては公表という形を取っておりますので、その辺の記述が終わり決裁が終われば公表する形にできますし、さらに、今回、１９年の４月というところへ向かっての改正を考えております。条例改正を要するという形になりますと、前年の１２月が議会の提案かなというふうに思っておりまして、それまでの間に中間的な報告等が出れば、またそれらを公表する形の中で今後進めてまいりたいというふうに考えております。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　わかりました。その会議録に関しても、できるだけ早く公開していただきたいなと思います。組織改正については以上です。

　続いて防犯について伺いたいんですが、本当にここ数年で考えられないというか、大変悲しい事件が続いて、こういった事件がいつどこで起こってもおかしくない、そういう社会情勢にあることを考えると、やはり行政としても一刻を争うと思うんですよね、こういう対応というのは。なるべく早く、そういう防犯意識というんですかね、行政としてもできることをやっておくことが、一番の犯罪防止につながるわけですし、もしくはまた何か起こった際にもきちんとした対応ができていくのかなというふうに思っています。

　現在、田無警察署のご努力で毎日犯罪情報がメールで配信されているんですよね。これは本当に市民の皆さんにとってはいいことだと思うんですが、ただ現状で、まだ、このことを知らない方は大変多くいると思うんで、こういうことは行政が全面的にバックアップして、市の広報なりで伝えていけたらいいのではないかというふうに思っています。こういった市の広報というのは、やはり月２回、全世帯に配付されるということで、こういったものを防犯目的で最大限活用していくのがいいのではないかというふうに思うんですけれども。

　広報課と防犯担当は総務課になるんでしょうかね、そういった形で部署はまたがるわけですけれども、うまい形で連携して、何とか検討できないものかということを１つ伺いたいことと、あとは防災無線ですよね。こういったものは、やはり今あるものを最大限活用しながら防犯にもつなげていければベストかなというふうに思っています。

　防災というものとやはり同じぐらいの価値が防犯にはあるのかなと、緊急的な災害が起こったときのための防災無線であれば、やはり緊急的にいろんな犯罪が起こったときにも、こういった防災無線を使いながら事件のことをお伝えしたり、警戒してくださいとか、そういうお知らせをする際には使えるようにしていきたいと思うんですけれども。

　こういった防災無線、本来の目的と違う使い方をする際に、特区申請とかそういうものを行なったほうがいいのか、それとも必要ないのか、そういった点をちょっと、わかることがあれば御説明いただければと思います。以上、伺います。

◯議長（甲斐次義君）　総務部長。

◯総務部長（永田　昇君）　１点目の情報提供の関係でございますけれども、確かに今議員おっしゃるように市民の方に情報提供をするというのが本当に重要なことだというふうに思っています。そこで冒頭の御質問にもお答えいたしましたように、総務部それから広報、それから配信元であります田無警察署、そういったところと協議をして進めてまいりたいというふうに思っております。

◯議長（甲斐次義君）　総務部主幹。

◯総務部主幹（内野寛香君）　議員御提案の防災行政無線を活用した目的外利用ということのお話でございますけども。昨年、神奈川県の逗子市におきまして、防災行政無線の多目的利用計画ということで、特区の申請を行なってございます。内容につきましては、速報性等にすぐれる防災行政無線をより有効に活用するため、放送内容に応じて「こうほうずし」と「ぼうさいずし」の２つのコールサインを併用するというようなものでございましたけれども、これに対します総務省の回答は、現行の規定により対応が可能、すなわち現在の法令の元でもできるというような回答であったというふうに聞いております。したがいまして、現時点では東久留米市といたしまして特区の申請をするというようなことは考えておりません。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員、残り４分でございます。宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　ありがとうございます。

　今防災無線の件で、特区申請が逗子市がやっていると。逗子市の長島市長は大変若くで改革に積極的ですばらしい市長だなと、私は思うんですけれども。この逗子はこの防災以外にもいろんな特区申請をしていることで有名であるんですけれども。特区申請をして、現行で対応可能という見解が出ているというのもおもしろいものだなと。つまり特区申請は受け入れられなかったけれども、現行の対応でできるということを総務省が認めたのであれば、東久留米でもできると思うんですよね。ですから、確かに何でもかんでも使えるというわけではないですけれども、防災という目的に値するというんですかね。それだけ緊急を要するような目的の中に、やはり防犯というものも含まれてくると思うんで、そういった運用もぜひ考えていっていただきたいなというふうに思います。

　あともう一つは市の広報ですね。今部長から前向きな答弁がありましたので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思います。

　続いて、インターンシップについて伺いますが、今年度、学生インターンシップ受け入れる予定があるのかどうかと、もう一つはインターンシップでなくても、臨職でというんですか、学生を臨職として採用するなんていうことも制度上は可能なのかどうか。現在、そういうことがあるのかどうかについて伺いたいと思います。

◯議長（甲斐次義君）　職員課長。

◯職員課長（上田正昭君）　まず、今年度の受け入れの関係でございますけれども、先ほどの答弁の中で受け入れは各所属で別々に行なっているというお話をさせていただきましたけれども、職員課の関係でございますと、首都大学東京のほうから８月に５名ほど受け入れる予定でございます。実習場所としては、図書館、広報課あるいは児童福祉施設を考えております。

　それから、その他の実績でございますけれども、生涯学習関係あるいは健康福祉部関係で、短いものでは四、五日から、長いものでは１ヵ月弱の研修を毎年行なっております。

　以上でございます。

◯議長（甲斐次義君）　宮川議員。

◯１０番（宮川豊史君）　今年度、いろいろ受け入れているということですけれども、インターンシップと臨職ということも使いながら、学生が行政の仕事を実際に働きながら知っていくということはいいことだと思うんで、ぜひ活用していただきたいと思います。

　２点目の行政の効率化についてはちょっと時間がなくなったんで再質問できなくなったんですが、こういった効率化、いろんな部署をまたがって同じ内容の仕事をしているというのはあると思うんで、そういったものを見つけて一元化できないかどうかというのを、どこかで検討できるような場所をつくっていただければと思います。そういう要望をして私の質問を終わります。ありがとうございます。

